フォームの始まり
別記様式（第7条、第12条関係）


暴力団を利することとなる事務又は事業（使用等）の制限について

　本事業（本施設）は、興部町暴力団排除条例に基づき「暴力団の利益となる申請等（使用等）を許可しません。また、許可をした後に「暴力団の利益となる申請等（使用等）」であることが判明した場合は、許可を取消し、又は使用等の中止を命じます。
　また、暴力団の利益となる申請等（使用等）を制限するため、申請等（使用等）の許可の決定に当たり、必要と認めるときは、興部警察署に照会する場合があります。

　　　　年　　月　　日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　興部町
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（興部町教育委員会）
　（指定管理者）
